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全
国
各
地
で
大
会
や
研
修
会
を
開
催

今　号　の　内　容

都府県本部関係･･････････････････ １Ｐ

新たな人権救済機関の

設置について (基本方針 )･････････ ２Ｐ

新聞切り抜き････････････････ ３～５Ｐ

灘本昌久さんの新連載①･･････････ ６Ｐ

　

岐
阜
県
本
部
（
会
長 

橋
本
敏
春
）
で
は
、

第
30
回
大
会
を
５
月
13
日
午
後
１
時
30
分
か

ら
、
岐
阜
市
内
の
「
黒
野
会
館
」
に
１
０
０

名
を
集
め
開
催
し
た
。

　

大
会
で
は
、
ぎ
ふ
人
権
文
化
研
究
所
主
宰

の
桑
原 

律
さ
ん
が
、「『
気
づ
き
』
と
『
深
ま

り
』
の
あ
る
人
権
啓
発
を
―
同
和
問
題
の
解

決
を
め
ざ
す
立
場
か
ら
―
」
の
テ
ー
マ
で
基

調
講
演
を
行
っ
た
。

　　

静
岡
県
・
人
権
地
域
改
善
推
進
会
（
会
長 

天
野　

一
・
県
議
会
議
員
）
で
は
、
第
14
回

総
会
を
５
月
22
日
午
後
１
時
30
分
か
ら
、
静

岡
市
内
の
「
も
く
せ
い
会
館
」
に
１
２
０
名

を
集
め
開
催
し
た
。

　

総
会
で
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
し
お
さ
い
の
家

施
設
長
の
増
田
久
江
さ
ん
が
、「
認
知
症
高
齢

者
と
共
に
歩
む
」
の
テ
ー
マ
で
記
念
講
演
を

行
っ
た
。

　

東
京
都
本
部
（
会
長 

川
上
高
幸
）
で
は
、

平
成
23
年
度
大
会
を
６
月
24
日
午
後
１
時
か

ら
、
千
代
田
区
内
の
「
憲
政
記
念
館
」
に

５
０
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　

大
会
で
は
、
京
都
産
業
大
学
文
化
学
部
教

授
の
灘
本
昌
久
さ
ん
と
、
平
河
秀
樹 

中
央
本

部
事
務
局
長
が
、「
新
た
な
運
動
の
展
望
に
つ

い
て
」
の
テ
ー
マ
で
対
談
を
行
っ
た
。

　

併
せ
て
、
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
の
大
会
も
開
催

し
た
。

　

福
岡
県
本
部
（
会
長 

上
田
卓
雄
）
で
は
、

第
23
回
大
会
を
６
月
26
日
午
後
１
時
30
分
か

ら
、
北
九
州
市
内
の
「
北
九
州
ハ
イ
ツ
」
に

２
５
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　

大
会
で
は
、
平
河
秀
樹 

中
央
本
部
事
務
局

長
が
、「
新
た
な
運
動
の
展
望
に
つ
い
て
」
の

テ
ー
マ
で
記
念
講
演
を
行
っ
た
。

　

大
阪
府
本
部
（
会
長 

阪
本
孝
義
）
で
は
、

第
25
回
大
会
を
７
月
３
日
午
後
１
時
か
ら
、

大
阪
市
内
の
「
シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
大
阪
」
に

１
０
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　

大
会
で
は
、「
新
た
な
運
動
の
展
望
に
つ
い

て
」
の
テ
ー
マ
で
、
平
河
秀
樹 

中
央
本
部
事

務
局
長
が
記
念
講
演
を
行
っ
た

　

千
葉
県
本
部
（
会
長 

木
村
由
彦
）
で
は
、

平
成
23
年
度
大
会
を
７
月
10
日
午
後
１
時
30

分
か
ら
、
柏
市
内
の
「
東
葛
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
」

に
４
０
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　

大
会
で
は
、
平
河
秀
樹 

中
央
本
部
事
務
局

長
が
、「
新
た
な
運
動
の
展
望
に
つ
い
て
」
の

テ
ー
マ
で
記
念
講
演
を
行
っ
た
。

　

京
都
府
本
部
（
会
長 

上
田
藤
兵
衛
）
で

は
、
第
26
回
大
会
を
７
月
16
日
午
後
３
時
か

ら
、
京
都
市
内
の
「
ル
ビ
ノ
京
都
堀
川
」
に

４
０
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　

大
会
で
は
、
恩
賜
財
団
済
生
会
理
事
長
の

炭
谷　

茂
さ
ん
が
、
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ン
ク

ル
ー
ジ
ョ
ン
社
会
を
目
指
し
て
～
建
前
の
人

権
か
ら
脱
し
て
～
」
の
テ
ー
マ
で
記
念
講
演

を
行
っ
た
。

　

熊
本
県
本
部
（
会
長 

国
武　

香
）
で

は
、
第
23
回
大
会
を
７
月
31
日
午
後
１
時
か

ら
、
熊
本
市
内
の
「
水
前
寺
共
済
会
館
」
に

１
２
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　

大
会
で
は
、
熊
本
県
環
境
生
活
部
県
民
生

活
局
人
権
同
和
政
策
課
長
の
清
原　

一
彦
さ

ん
が
、
熊
本
県
人
権
セ
ン
タ
ー
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
の
説
明
と
、「
親
愛
な
る
、
あ
な
た

へ
」
の
人
権
啓
発
ビ
デ
オ
を
鑑
賞
し
た
。

　

佐
賀
県
本
部
（
会
長 

野
口
賢
二
）
で

は
、
第
12
回
大
会
を
８
月
24
日
午
後
１
か
ら
、

佐
賀
市
内
の
「
グ
ラ
ン
デ
は
が
く
れ
」
に

１
０
０
を
集
め
開
催
し
た
。

　

大
会
で
は
、「
新
た
な
運
動
の
展
開
に
つ
い

て
」
の
テ
ー
マ
で
、
平
河
秀
樹 

自
由
同
和

会
中
央
本
部
事
務
局
長
が
記
念
講
演
を
行
っ

た
。

　

　

京
都
懇
話
会
（
京
都
商
工
会
議
所
、
自
由

同
和
会
京
都
府
本
部
・
京
都
市
協
議
会
で
構

成
）
で
は
、
第
16
回
人
権
セ
ミ
ナ
ー
を
８
月

31
日
午
後
３
時
か
ら
、
京
都
市
内
の
「
京
都

ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
」
に
３
０
０
名
を
集
め
開

催
し
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
テ
ー
マ
を
「
京
都
市
同

和
行
政
終
結
後
の
行
政
の
在
り
方
総
点
検
委

員
会
・
最
終
報
告
書
か
ら
何
を
学
ぶ
」
～

行
政
の
役
割
と
運
動
団
体
の
役
割
～
と
し

て
、
パ
ネ
ラ
ー
に
京
都
市
の
前
人
権
文
化
推

進
担
当
部
長
の
淀
野　

実
さ
ん
と
フ
リ
ー
ラ

イ
タ
ー
の
寺
園
敦
史
さ
ん
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
に
平
河
秀
樹 

中
央
本
部
事
務
局
長
で

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
た
。

お
知
ら
せ

　

11
月
21
日
に
開
催
す
る
幹
部
研
修
会
で

は
、
昨
年
と
同
様
に
、
開
会
か
ら
閉
会
ま
で

の
全
日
程
をU

s
tre

a
m

に
て
完
全
生
中
継
し
、

同
時
にT

w
i
t
t
e
r

に
て
質
問
や
意
見
を
募
集

し
ま
す
。U

s
t
r
e
a
m

に
は
、
自
由
同
和
会
中

央
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
。 

平
成
23
年
度
幹
部
研
修
会
及
び
定
期
中
央
省
庁
要
請
行
動

　
　

日　

時　
　

11
月
21
日
（
月
）　

午
前
11
時
～
午
後
４
時

　
　

場　

所　
　

自
由
民
主
党
本
部
９
Ｆ　

９
０
１
号
室

　
　

要
請
省　
　

法
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
国
土
交
通
省
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新たな人権救済機関の設置について（基本方針）

平成 23 年８月

法務省政務三役

１　法案の名称

・　法案の名称については、人権擁護に関する施策を総合的に推進するとともに、人権侵害による被害者に

対する救済・予防等のために人権救済機関を設置すること、その救済手続等を定めることなど、法案の内

容を端的に示す名称とするものとする。

２　人権救済機関（人権委員会）の設置

・　人権救済機関については、政府からの独立性を有し、パリ原則に適合する組織とするため、国家行政組

織法第３条２項の規定に基づき、人権委員会を設置する。新制度の速やかな発足及び現行制度からの円滑

な移行を図るため、人権委員会は、法務省に設置するものとし、その組織・救済措置における権限の在り

方等は、更に検討するものとする。

３　人権委員会

・　人権委員会については、我が国における人権侵害に対する救済・予防・人権啓発のほか、国民の人権擁

護に関する施策を総合的に推進し、政府に対して国内の人権状況に関する意見を提出すること等をその任

務とするものとする。

・　人権委員会の委員長及び委員については、中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた者

を選任するとともに、これに当たっては、国民の多様な意見が反映されるよう、両議院の同意を得て行う

もの（いわゆる国会同意人事）とする。

４　地方組織

・　地方における活動は、利用者の便宜、実効的な調査・救済活動及び全国同一レベルでの救済活動の実現

のため、現在、人権擁護事務を担っている全国の法務局・地方法務局及びその支局を国民のアクセスポイ

ントとし、同組織の活用・充実を図り、新制度への円滑な移行が可能となるように検討するものとする。

・　人権委員会は、全国所要の地に事務局職員を配置し、同委員会の任務を実現するための諸活動を行わせ

るとともに、法務局・地方法務局における事務の遂行を指導監督させる等の方策を検討するものとする。（具

体的な人権委員会と地方組織との関係等については、なお検討する。）。

５　人権擁護委員

・　人権擁護委員については、既存の委員及びその組織体を活用し、活動の一層の活性化を図るものとする。

・　人権擁護委員の候補者の資格に関する規定（人権擁護委員法第６条第３項参照）及び人権擁護委員の給

与に関する規定（同法第８条第１項参照）は、現行のまま、新制度に移行する。

６　報道関係条項

・　報道機関等による人権侵害については、報道機関等による自主的取組に期待し、特段の規定を設けない

こととする。

７　特別調査

・　人権侵害の調査は、任意の調査に一本化し、調査拒否に対する過料等の制裁に関する規定は置かないこ

ととする。調査活動のより一層の実効性確保については、新制度導入後の運用状況を踏まえ、改めて検討

するものとする。

８　救済措置

・　救済措置については、調停・仲裁を広く利用可能なものとして、より実効的な救済の実現を図ることとし、

訴訟参加及び差止請求訴訟の提起については、当面、その導入をしないこととする。

・　その他の救済措置については、人権擁護推進審議会答申後の法整備の状況等をも踏まえ、更に検討する

こととする。

９　その他

・　速やかで円滑な新制度の導入を図るとともに、制度発足後 5 年の実績を踏まえて、必要な見直しをする

こととする。
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８
月
２
に
、
法
務
省
政
務
三
役
名
で
公
表
さ
れ
た

「
新
た
な
人
権
救
済
機
関
の
設
置
に
つ
い
て
」（
基
本
方
針
）
に

つ
い
て
、
新
聞
の
社
説
や
主
張
な
ど
で
報
じ
た
も
の
を
掲
載
し

ま
す
。

8
月
8
日
　
読
売
新
聞
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8
月
3
日
　
産
経
新
聞

8
月
22
日
　
毎
日
新
聞
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8
月
24
日
　
東
京
新
聞

8
月
12
日
　
朝
日
新
聞
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部
落
解
放
運
動
四
十
年
を

　
振
り
返
っ
て
―
そ
の
理
論
と
実
践
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘
本
　
昌
久

　

本
号
よ
り
、
し
ば
ら
く
の
間
、
本
紙
面

を
お
借
り
し
て
、
連
載
を
続
け
て
い
く
。

　

編
集
部
の
依
頼
で
は
、
一
回
読
み
切
り

で
も
、
特
定
の
テ
ー
マ
で
の
連
載
で
も
よ

い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
考
え
た

末
、
当
面
は
、
私
の
回
顧
録
的
な
も
の
を

書
か
せ
て
も
ら
お
う
と
思
う
。

　

歳
月
の
流
れ
る
の
は
早
い
も
の
で
、
私

が
高
校
一
年
の
後
半
あ
た
り
か
ら
、
部
落

解
放
運
動
に
か
か
わ
っ
て
、
来
年
で
四
十

年
に
な
る
。
そ
の
間
、
い
ろ
い
ろ
な
活
動

に
参
加
し
、
ま
た
自
ら
が
依
っ
て
立
つ
解

放
理
論
に
も
変
遷
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た

体
験
を
今
さ
ら
書
い
て
何
に
な
る
か
と
の

思
い
も
な
い
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
主

に
部
落
解
放
同
盟
の
陣
営
と
し
て
活
動
し

て
き
た
こ
と
の
話
を
、
そ
れ
と
は
立
場
を

異
に
す
る
自
由
同
和
会
の
機
関
誌
に
書
く

こ
と
自
体
、
場
違
い
の
そ
し
り
を
免
れ
な

い
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
最
近
、
自
由
同
和
会
の
方
々

と
話
を
す
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
て
、
自
由

同
和
会
の
活
動
や
議
論
を
知
る
に
つ
け
、

各
運
動
団
体
の
た
ど
っ
て
き
た
道
は
、
思

い
の
ほ
か
似
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
か
か

え
て
い
る
課
題
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
隔
た

り
は
な
い
、
今
後
の
新
し
い
運
動
を
作
っ

て
い
く
う
え
で
、
私
の
経
験
を
語
る
こ
と

が
そ
れ
ほ
ど
無
意
味
で
は
な
い
と
確
信
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
場
違
い
を
承
知

で
筆
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　

今
号
よ
り
、
灘
本
昌
久
さ
ん
の

新
連
載
を
は
じ
め
ま
す
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

灘
本･

昌
久
（
な
だ
も
と･

ま
さ
ひ
さ
）

　

１
９
５
６
年
、
神
戸
市
生
ま
れ

学　

歴

　

京
都
大
学

　
　

文
学
部
史
学
科
現
代
史
専
攻
卒
業

　

大
阪
教
育
大
学
大
学
院

　
　

教
育
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

職　

歴

　

京
都
芸
術
短
期
大
学
、
近
畿
大
学
、
京

都
外
国
語
大
学
、
神
戸
大
学
、
京
都
産
業

大
学
、
関
西
大
学
、
奈
良
女
子
大
学
、
京

都
大
学
、
で
非
常
勤
講
師
と
し
て
人
権
教

育
を
担
当
。

京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
所
長

現
職　

京
都
産
業
大
学
文
化
学
部
教
授

著
書　

「
ち
び
く
ろ
サ
ン
ボ
よ
す
こ
や
か

に
よ
み
が
え
れ
」
な
ど
多
数

　

本
連
載
で
は
、
私
の
時
々
の
運
動
へ
の

取
り
組
み
を
ま
と
め
る
と
同
時
に
、
そ
れ

を
支
え
て
い
た
理
論
を
紹
介
し
、
検
討
し

て
い
こ
う
と
思
う
。

　

理
論
と
い
う
と
、
何
か
面
倒
く
さ
い
だ

け
で
役
に
立
た
な
い
印
象
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
人
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
何

か
の
理
論
を
も
と
に
目
の
前
の
現
実
を
解

釈
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
本
人
が
気

づ
い
て
い
る
か
ど
う
か
が
違
う
だ
け
で
あ

る
。
そ
し
て
、
理
論
を
軽
視
し
て
、
目
の

前
の
表
面
的
な
現
象
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
い

る
と
、
長
期
的
な
展
望
を
も
て
ず
に
、
右

往
左
往
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
次
大
戦
後
の
保
守
陣
営
の
運
動
に

は
そ
う
し
た
理
論
軽
視
の
傾
向
が
強
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
戦
前
は
、
こ
れ
が
逆

で
あ
る
。
全
国
水
平
社
と
い
う
の
は
、
差

別
者
に
対
す
る
「
糾
弾
」
と
い
う
、
素
朴

な
感
情
に
訴
え
る
感
覚
的
な
運
動
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
体
制
側
に
近
い
中
央
融

和
事
業
協
会
や
そ
の
他
の
融
和
運
動
は
、

政
策
論
争
な
ど
が
け
っ
こ
う
活
発
で
あ

る
。
た
め
し
に
、
中
央
融
和
事
業
協
会
が

一
九
二
八
年
か
ら
四
二
年
に
か
け
て
六
四

号
に
わ
た
っ
て
刊
行
し
て
い
た
『
融
和
事

業
研
究
』
を
み
る
と
、
現
在
に
も
通
じ
る

政
策
課
題
に
つ
い
て
、
ま
じ
め
な
研
究
が

こ
つ
こ
つ
と
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
驚

く
こ
と
と
思
う
。

　

そ
れ
が
、
戦
後
に
な
る
と
、
攻
守
と
こ

ろ
を
変
え
、
保
守
は
感
覚
的
な
運
動
と
な

り
、
左
翼
陣
営
は
俄
然
理
論
重
視
に
な
る
。

こ
れ
は
、
今
後
に
も
つ
ら
な
る
、
大
き
な

問
題
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
理
論
が
過
剰
な
の
も
時
と

し
て
有
害
で
は
あ
る
。
特
に
、
教
条
的
（
つ

ま
り
偉
い
人
の
理
論
の
文
面
一
行
一
行
を

か
た
く
な
に
守
ろ
う
と
す
る
）
な
態
度
は
、

目
の
前
の
現
実
か
ら
学
ん
で
理
論
を
鍛
え

て
い
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
が

学
ん
だ
理
論
に
あ
わ
せ
て
現
実
を
（
ゆ
が

め
て
）
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
し
た
教
条
主
義
は
、
部
落
解
放
同

盟
な
ど
の
左
翼
陣
営
に
色
濃
く
見
ら
れ
る

病
弊
で
あ
る
。

　

教
条
的
な
の
も
度
が
過
ぎ
る
と
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
の
ポ
ル
ポ
ト
の
よ
う
に
、
我
々
の

理
論
は
正
し
い
。
正
し
い
理
論
に
基
づ
く

政
策
は
正
し
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
来
れ
な

い
連
中
は
、
誤
っ
た
人
間
な
の
で
抹
殺
し

て
も
い
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
一
〇
〇
〇
万
人
ほ
ど
の
国
で

教
条
主
義
的
な
政
策
に
よ
り
一
〇
〇
～

二
〇
〇
万
人
が
虐
殺
・
餓
死
さ
せ
ら
れ
た
。

　

極
端
な
理
論
偏
重
も
反
人
権
的
な
結
果

を
生
み
、
ま
た
理
論
な
き
実
践
は
、
進
路

を
誤
る
。
理
論
と
実
践
の
調
和
と
相
互
補

完
は
、
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
問
題
で
あ

る
。

大
衆
運
動
に
と
っ
て
理
論
と
実
践
は
車
の

両
輪
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
と
か
く

片
方
の
車
輪
が
脱
線
し
が
ち
で
あ
る
。

　

本
連
載
で
は
、
私
の
個
人
的
回
顧
に
終

わ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
の
時
々
の
理

論
的
な
背
景
を
あ
わ
せ
て
論
じ
、
今
か
ら

見
て
、
そ
れ
ら
が
妥
当
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
、
そ
し
て
、
間
違
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、

ど
こ
が
問
題
で
あ
っ
た
か
を
検
討
し
て
い

き
た
い
と
思
う
。

自由同和会第26回全国大会で記念講演する灘本さん


